
紅海における戦争危険と保険への影響

乗組員や本船の安全が懸念されることを理由に、船長は紅海の通航を拒否して離路してもよいのでしょうか？
離路できる場合、追加費用は誰が負担するのでしょうか？本稿では、紛争が続く紅海の通航に関してよく聞か
れるこうした保険上の疑問について解説します。
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海運業界はこの数年、かつて誰も予想しなかったほど戦争危険の問題を考えざるをえなく
なっている、と言ってもよいでしょう。この分野での法律面の最も大きな出来事といえば、  
Polar号事件  で先頃判決が出されたことではないでしょうか。この事件は海賊危険をめぐる
ものでしたが、一般的な戦争危険条項に含まれる危険にもそのまま関わってきます。

今回は、傭船契Ā（āĂăĄAą 20ĆćやĈĂĉĄAąĊċČč 20ĆćをĎďした契Ā、Ďďしていない
契ĀのĐđを含む）にĒēく安全航海の問題に関して生じる疑問と、Ĕスクの分担に関して
Polar号事件の判決がĕえる影響について考えていきます。

背景情報

202ć年Ć0Ė上ė、パレスĘęのガĚěĜをĝĞğĠするġĢスとイスラģĤとのĥで紛争
がĦ発しました。ħĨ、ĆĆĖĩにかけて、ĪーīĬがĭ船へのĮįをİめます。当ıはĲイ
スラģĤとの関連ĳがある船ĴをĵうとĶ明していましたが、その意ķするとこĸは不Ĺ明
で、イスラģĤとĺ関係の船ĴもĻ数Įįをļけました。今年ĆĖ上ėには、ĪーīĬの拠
点のĽľをĿ英ĐŀがğŁしたことをļけて、Đŀと関連がある船Ĵも主łなŃ的となり、
他の船ĴがńきŅえをņう危険がŇまっています。

こうしたňŉをļけて、Gardには、紅海でŊ事ŋŌが行われていることを理由にスģō運Ŏ
や紅海の通航をŏけたい船主Ő傭船者Ő乗組員からの問い合わせがĻ数寄せられています。
しかし、航行őŒにもよりますが、œ回してŔŕŖ回りのĤートをŗればĆ0日ŘřŚに時ĥ
がかかり、そのśん費用もŜすため、ŝ利的にŞれば、紅海の通航はやはりşŠにšてがた
いかもしれません。一đで、紅海通航時にğ払う戦争保険Ţもţ上がりしているため、Đđ
をŤťして決めることになるでしょう。

本船や乗組員の安全が懸念されることを理由に、船長
は紅海の通航を拒否して離路してもよいのか？

https://www.gard.no/articles/the-polar-you-dont-always-get-what-you-pay-for/
https://www.gard.no/articles/the-polar-you-dont-always-get-what-you-pay-for/


船長には本船の安全をŦる責任があるため、紅海ŧ由のĤートをŏける決Ũをũすかもしれ
ません。決Ũは船長の合理的な判ŪにĒēいて行われますが、離路によって発生する費用を
誰が負担するかは通Š、傭船契Āのħũの条項によってūわってきます。

ĆŬ 航路ŭŨについて合意する条項
2Ŭ 戦争危険条項（契Āに含まれている場合）

また、航路ūŮを決Ũした時点の事ĝのĒů（ŰaűŲual ųaŲrŴŵ）と、傭船契ĀŶŷ日から危
険性にūŸやŇまりがあったかどうかもşŠにŹłになります。

通航źのŜえŻ合によっては、船長はĲŔŕŖ回りのĤートはż通ŠのĤートŽになったた
め、最žĤートの代わりとしてŭんでもよいĳという主ſもできるでしょう。または、判ƀ  
ĊƁe ƂŴll Ƃarųoƃy Ƅ200Ćƅ Ć AŬĈŬ Ɔć8をƇ拠に、本船にとって危険であることを理由に紅海の
通航を拒否することもできます。この場合、ŔŕŖ回りがƈ一の代ƉĤートとなります。い
ずれにしても、ŔŕŖ回りのĤートがĲ通ŠのĤートĳであることや、安全上の理由からこ
のĤートをŗるƊłがあることを証明するのは、船主の責任となります。

離路費用は誰が負担するのか？

海運業界では、戦争危険により離路した場合の費用負担を明Ƌした、ƌĤĘƍクŀƎ海運Ə
Ɛ会（ƑċČĈĂ）発行の戦争危険Ńƒ条項をƓ年もƔからƕけています。これはƖƗイスラģ
ĤŐガĚ紛争による問題にƘ面しているĻくの当事者にとってはƙ報でしょう。この戦争危
険条項はƑċČĈĂがƚŨをƛめているとこĸで、ƖƗ、ŨƜ傭船ƝけはĈĂĉĄAąĊċČč 20Ćć、
航海傭船ƝけはāĂăĄAą 20Ććが最ƞとなっています。



注目すべきは、どƟらの条項にも、本船、Ơơ、乗組員その他本船上の人員が戦争危険に
Ĳさらされうる（ųay be eŵƢoƣed）ĳ場合の船主のƤ場をŦる文言が含まれている点で
す。判ƀ ĊrŴŲoƃ ƥarƦ ƃoŬ Ć ƥƥą Ƅ20Ć2ƅ ĆƧĆでは、ƨƩのĈĂĉĄAąĊċČč 2004でƪ用されてい
たĲ ųay be or are lŴƦely Ųo be eŵƢoƣed ĳという文言の解ƫが問題となり、Ĳ危険にさらさ
れるƖĝ的なおそれĳを意ķするとŷƬēけられました。ĈĂĉĄAąĊċČč 20Ććの文言は、こ
うした解ƫのƭƮをŏけるためにƯưされたものです。20Ćć年Ʃの注記には、Ĳあいまいさ
をŏけるため、航行を続けるか否かの判ŪĒƒをƱ正した。危険ŒがŇいとƲわれる場合で
も、このƱ正文言があることでƳƴなĔスク分Ƶが不łになるはずであるĳとƶかれていま
す。文言をƱ正したことによるĔスクŒやĔスクƷƸへの影響Œ合いについては、あいにく
まだŞ解がƹれていますが、判ŪしやすくなったようにはƲわれます。

CONWARTIME 2013

ĈĂĉĄAąĊċČč 20Ććのƺbƻ条のŨめに従えば、船長は、Ƽƽまたは船主の合理的判Ūにより、
本船、Ơơ、乗組員その他本船上の人員が戦争危険にさらされうる（ųay be eŵƢoƣed）と
Ʋわれる場合、紅海ƾアデンƿの通航や当該ěǀにあるǁへの寄ǁを拒否することができま
す。Źłなのは、そのような戦争ňǂが傭船契ĀŶŷ日にǃƗしていたかそのǄに生じたか
にかかわらず、また、本船に対する危険のŹ大なūŸとみなされる条件をǅたしていない場
合でも、船長には拒否ǆがあるという点です。

条項には明Ƌされていませんが、船長に紅海の通航拒否ǆがあるのだとすれば、それはつま
り、傭船者にはƞたな航海ǇƋを出すǈǉがあり、そのǇƋはほǊĥƮいなく、Ɩĝ的なƈ
一の代ƉĤートであるŔŕŖ回りとなることをǋにƋしているといえるでしょう。

VOYWAR 2013



āĂăĄAą 20ĆćをĎďしている航海傭船においてもǌǍです。本船が船ǎみを開İしてい
る、またはǏにǎǐ航海をİめていて、本船、Ơơ、乗組員その他本船上の人ơが戦争危険
にさらされうる（ųay be eŵƢoƣed）場合、船長は紅海ƾアデンƿの通航や当該ěǀにあるǁ
への寄ǁを拒否することができます。船長は代ƉĤートをŗるǑを傭船者に通ǒしなければ
なりませんが、傭船者はそれにǌ意することはǓめられていません。なお、ƺdƻ条では、代
ƉĤートをŗった場合に発生する費用負担について明Ƌしており、追加航海のǔ離がĆ00海
Ǖをǖえるときは、追加ǔ離のƹ合に従って追加運Ǘをǘļできるとしています。

ĈĂĉĄAąĊċČč 20Ććには、危険なňŉが傭船契ĀŶŷ日にǏにǃƗしていた場合でも、船主
や船長は条項でŨめられたǆ利を行ƪできるとする文言がありますが、āĂăĄAąにはありま
せん。先頃のPolar号事件の判ƀ ƂerűulŴŲo ČarŴŲŴųe ƥŲd ǙŬ GuƃǙor ċƃŲerƃaŲŴoƃal Ƒā ƺ ĊƁe 
Polar ƻƄ2024ƅ ǚǛSĈ 2では、こうした文言がない場合、傭船契ĀのŶŷ日ħĨにĔスクのŒ
合いや性質が大きくǜǝŸしなければ、当該ǆ利を発Ōさせることはできないと判Ūされて
います。

両当事者が航海の通航に合意することを明文化してい
る場合はどうなるのか？

成ĀǞƶ（FŴŵŲure ąeűaƢ）によっては、スģō運Ŏŧ由などǟŨのĤートが決められている
ことがあります。そして、このような傭船契Ā条項が船Ǡ証ǡにĎďされることもありま
す。こうしたňŉでは、船主はǟŨのĤートを航行する危険をǢ容することに最ıの時点で
合意しているため、契Ā上そのĤートを航行するǈǉがあります。したがって、本船が紅海
の通航を拒否した場合、それは契ĀƮǣとなり、ř分にかかった時ĥと費用は船主が負担し
なければなりません。この点については先日のPolar号事件判決でもǤǥされ、最ŇǦは判
ƀĊƁe PaŴǧaƃ ĄŴƣdoų Ƅ20Ć2ƅ 2 ƥą 4ĆƆをǨǩしました。

しかしながら、上Ǫのように、契ĀŶŷ日ħĨに危険がūŸしている場合、船主はその危険
をǢ容していないとみなされ、傭船者はŔŕŖ回りの航海で発生する費用の負担ǈǉが生じ
るǫǬ性があります。Ɯĥǭにňŉが大きくūŸする長Ɯ傭船契Āよりも、ňŉのź的ūŸ
がǮないとƲわれるトĔƍǯĘャーǰーのほうが、船主がこの危険をǢ容するǫǬ性はŇく
なるでしょう。



戦争危険条項がない場合はどうするのか？

戦争危険条項がない場合に船主がǱりにできるのは、人ǲやǳǴのǵ助のため、または合理
的な理由のために離路するǆ利をŨめた条項です。一般的な契Āƶ式であるĉăPč ĆǶǶćで
は、Ĳ海上において人ǲまたはǳǴをǵ助する目的で離路ĳすることができるとしています
が、傭船者のǇǷにǣして離路した場合は、ǸĆǹ条でŨめるǺĪġイǻー事Ǽとなります。
ただし上Ǫのように、船長は、Ĳǽの通ŠĤートを航行したのであって離路ではないĳ、ま
たはĲ本船の安全がǾかされたため、Ĥートに関する傭船者からのƪ用ǇƋをĺǿするǆȀ
がĕえられたĳ（上ǪのƂŴll Ƃarųoƃy号事件を参ȁ）と主ſできるかもしれません。いずれ
かの主ſが通れば、本船はǺンġイǻーのままとなるでしょう。ただし、航海傭船において
は、離路費用は船主が負担しなければなりません。

安全評価に重要な要素とは？

危険性は、Ȃȃ的な証拠にĒēいて船ごとにȄǽに判Ūしなければなりません。また、利害
関係者、ȅŀ、Ȇȇ者、ǟŨのǾȈにさらされているŀȉ（今で言えば、イスラģĤ、英
ŀ、Ŀŀ）との関係性、船種、ĝȊǫǬな安全対ȋなど、船ȌƼのǟȍを考ȎするƊłもあ
ります。Ĕスクǟ性は船によって大きくȏなることもあるため、他の船がしているからと
いって、それをƼ船でもしてよいとはȀりません。ƀえば、他の船が離路していても、その
船は傭船契Āで離路のƼ由がȐくȑめられているのかもしれません。こうした船の船主は離
路してもその費用を負担するĔスクがşŠにȒさく、それどこĸか、離路によってŧȓ的に
大きなメĔƍトをȔているǫǬ性もあるのです。

ȕ船でĝȊできる安全対ȋに関しては、Ŀ海ŊなどのȖ関から、ȗĥ航行やAċSのスイƍĘ
ǺĪといったアドバイスがなされています。しかし、ƖƗの紅海のňŉはPolar号事件でǤ
ǥされた海賊のǾȈとは大きくȏなり、ȘșȚț員を乗船させてもȜサイĤやドȝーンĮį
にほとんどĞȞはありません。ňŉはǝȉとūŸしていくため、安全ƷƸはその時点のňŉ
をǨまえてȟースバイȟースで行うƊłがあります。ƷƸに用いた証拠は、ǄȉのȠしいǤ
証にțえてȡしておくべきです。



とはいえ、ŔŕŖ回りのĤートがĲ通ŠのĤートĳだという主ſにǱりたいのであれば、他
船の行ŌもşŠにŹłになってきます。これについては、ŔŕŖ回りの船Ĵの数や種類をス
ģō運Ŏŧ由の船ĴとŤťした最ƞの情報が、数ĻくのĔスクコンサĤȢȣンȤ会社から提
供されているので、参考にするとよいでしょう。

安全港保証を根拠に通航を拒否できるのか？

イスラģĤのǁƼȥがş安全ǁであることをƋす証拠はありません。安全ǁ保証はǁにȦȧ
する場合を対Ǽとしたものであって、ǽの航海Ĥートがある場合はȨ用できないでしょう。
これとǌǍに、ǁがş安全ǁだった場合に船主にȩěūŮǆをĕえる戦争危険条項のȪŨ
は、懸念が航行に関するものである場合にはȨ用できないでしょう。

傭船契約に不可抗力条項がある場合はどうなるのか？

不ǫȫȬ（ĪȭースŐĢジȮーĤ）条項は、英ŀ法が関係するȀりは契Ā上のȯȰたるǵȓ
ȋであり、ȱŹにȲŦするƊłがあります。しかしĝƎのとこĸ、本船がĽǠでないȀり、
この条項はあまりȳにƤたないでしょう。ǏにǎまれてしまったƠơのȴいをどうするかで
さまざまな問題が生じるほか、船Ǡ証ǡを発行しているのにƠơをȵきȶさなければ、また
ǽのĔスクにさらされてしまうからです。

どのタイミングで傭船契約のフラストレーション成立
を主張できるのか？



Īラストレーīȷンは、英ŀ法では契Āのȸ行環ȹがŶŷ時と大きくūわらないと成Ƥしな
いため、めったにȨ用されません。ǔ離の長いĤートをŗるなどして契Āȸ行にかかる費用
がŜしたとしても、それでは契ĀのĪラストレーīȷンは成Ƥしません。Ⱥに、ǎǠがȻり
やすく時ĥの影響をļけやすいものであれば、ŔŕŖを回ることによる航海時ĥのȼ長は、
傭船契Āやそれに関連する船Ǡ証ǡのĪラストレーīȷンの成Ƥ理由になるかもしれませ
ん。しかし、ばらǎみȽȾされるƠơの大ȿは、たとえȻりやすいものであっても時ĥの影
響はそこまでļけないため、ĝƎにはĪラストレーīȷンが成ƤするǫǬ性はɀいとƲわれ
ます。

本船が紅海を通航してミサイル攻撃で損傷した場合は
どうなるのか？

この場合、船主は戦争保険における保険ɁɂǓができるでしょう。傭船者がɃになるのは、
そのǄ船主から代ɄǓɅされるかどうかという点です。最ȧまで、傭船者は戦争保険のƹŜ
保険Ţをğ払えば、Ĕスク分担の解決ȋであるいわɆるĲċƃƣuraƃűe Ĉodeĳが成Ƥし、代Ʉ
ǓɅをɇれると考えられていました。しかし、ċƃƣuraƃűe ĈodeがȇĞとされることはめった
になく、ƹŜ保険Ţのğ払者は保険Ţをğ払っただけでそのɈɉをļけられるわけではな
い、ということがPolar号事件の最ŇǦ判決で明確になりました。つまり、傭船者は戦争保
険のƹŜ保険Ţをğ払っても、Ɋこりうる戦争危険のŷȞ責任をɇれることはできないので
す。

船主の戦争保険のɋǌɌ保険者にǇɍされているのであれば代ɄǓɅをɇれやすくなります
が、それでもĲċƃƣuraƃűe ĈodeĳのǃƗを決ŨēけるƇ拠にはなりません。保険でɎバーさ
れる損失Ő損害の回ǘǆや代ɄǓɅǆのɏɐを明Ƌした条項があれば、傭船者はɂǓをɇれ
るでしょうが、船主からするとこうした条項はşŠにŹ大であるため、契ĀŶŷにƎしては
保険者のǌ意がƊłになるとƲわれます。そのため傭船者は、紅海の通航にƎして、Ƽらが
保険上どのようなƤ場にあるのか、ȌƼに戦争保険に加ưすべきかを考えたほうがよいで
しょう。



Gardでは、船ȥ損ɑなどをɎバーする保険ŢɒŨの傭船者責任保険を提供しており、この保
険では戦争危険による損ɑもɎバー対Ǽとなります。なお、ĉoƃɓƢoolableのɔ保険者から
の解ɐ通ǒがあったことをļけて、Gardは 解ɐ通ǒ  を出しました。通ǒは2024年2Ė20日
正ɕ（ȤĔɖƍジŃƒ時）に発Ğし、紅海のǟŨɗǀにおける戦争保険Ɏバーは解ɐされま
したが、戦争危険に対ɘするために əいɚし保険Ɏバー  を提供しています。Ƞしくは担当
者までお問い合わせください。
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該情報への依拠は全て利用者の責任において行われるものとします。Gard ASならびにその関連会社（ガードジャパン株式会社を含む）、代理人および従業員

は、提供された情報への依拠により生じるいかなる種類の損失、費用または損害についても、それがGard AS、その株主、コレスポンデントまたはその他の寄

稿者のいずれを情報源とするかを問わず、一切の責任を負わないものとします。

また、本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻

訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完

全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻

訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。

https://assets.ctfassets.net/dm3vx1xfnqvh/6NUexUOxC1nSt4OIavJGm3/0b34deb6c784940ddde7d144d72a8165/MemberCircular_19_2023.pdf
https://assets.ctfassets.net/dm3vx1xfnqvh/7Am0mvvdOEzz0by6xnIK8Z/a10c45790f153b1bf4caf37a5790d906/MemberCircular_21_2023.pdf

